
初期値 目標値

H26年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R2年度

89% 91% 92% 93% 94% 95% 95%

- - - - -

初期値 目標値

H29年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R2年度

87% 75% 87% 92% 93% 96% 90%

- - - - -

初期値 目標値

H28年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R2年度

54事項 54事項 57事項 65事項 66事項 73事項 65事項

- - - - -

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

17,992 21,436 18,930 17,727

2,395 1,945 2,235 -

5,563 7,868 8,730 -

25,950 31,249 29,895 17,727
<0> <0> <0> <0>

17,569 20,943

7,868 8,730

512 1,576

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（令和３年６月２５日開催）

担当部局名 官庁営繕部 作成責任者名
計画課
（課長 佐藤　由美）

政策評価実施時期 令和3年8月

翌年度繰越額（百万円）

不用額（百万円）

合計（a＋b＋c）

執行額（百万円）

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分 R4年度要求額

予算の
状況

（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

前年度繰越等（c）

年度ごとの目標値

143 保全状態の良好な官庁施
設の割合等（②官庁営繕関係
基準類等の策定事項数(*)）

実績値
評価

A
年度ごとの目標値

業績指標

142 官庁施設の耐震基準を満
足する割合(*)

実績値
評価

A
年度ごとの目標値

143 保全状態の良好な官庁施
設の割合等（①保全状態の良
好な官庁施設の割合(*)）

実績値
評価

A

評価結果

目標達成度合いの
測定結果

　（各行政機関共通区分）

②目標達成

　（判断根拠）

全ての業績指標がＡ評価であり、目標年度における目標を達成した。

施策の分析

耐震性能が不足している災害応急対策活動に必要な合同庁舎等の耐震改修を実
施するなど、防災拠点となる官庁施設等の耐震化を推進するとともに、保全の推進
に関する各種取組を着実に行った結果、いずれの業績指標の実績値についても目
標を達成した。

次期目標等への
反映の方向性

官庁施設の整備について、引き続き耐震安全性の確保等に重点をおいて実施す
る。業績指標については今後見直しを検討する。

施策目標個票
（国土交通省2－㊹）

施策目標 環境等に配慮した便利で安全な官庁施設の整備・保全を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

行政等のサービス提供の場として、国民の生活や経済社会活動を支えている官庁施設について、環境等に配慮し
た便利で安全なものとなるよう、効率的に整備・保全を推進する。



業績指標１４２ 

 官庁施設の耐震基準を満足する割合* 

 

 

（指標の定義） 

国土交通省が整備を所掌する災害応急対策活動に必要な主な官庁施設等のうち、官庁施設の耐震性の基準を満

足する施設の割合（面積率）。 

＜分母＞国土交通省が整備を所掌する災害応急対策活動に必要な主な官庁施設等 

＜分子＞官庁施設の耐震性の基準を満足する施設 

（目標設定の考え方・根拠） 

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本

的な方針」において、多数の者が利用する建築物の耐震化率について、令和 2 年までに少なくとも 95％にするこ

とを目標とすることが定められていることを勘案し、官庁施設として必要な性能を確保するための対策が講じら

れている施設の割合について、95％を令和 2 年度の目標値とした。 

（外部要因） 

社会的要請に伴う要求性能の変化、入居官署の統廃合 

（他の関係主体） 

 関係省庁 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

９1％ ９２% ９３% ９４% ９５% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な事務事業等の概要 

防災拠点となる官庁施設の防災機能の強化等（◎） 

大規模地震発生時に、官庁施設がその機能を十分に発揮できるよう、総合的な耐震安全性を確保した防災拠点とな 

る官庁施設の整備を推進する。 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するもの

である。 

 

評 価 

 

Ａ 

 

目標値：９５％（令和２年度） 

実績値：９５％（令和２年度） 

初期値：８９％（平成２６年度） 



測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

令和 2年度の実績値は９５％となっており、目標を達成した。 

（事務事業等の実施状況） 

耐震性能が不足している災害応急対策活動に必要な合同庁舎等の耐震改修を実施するなど、防災拠点となる官庁

施設の耐震化を推進した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標は、国土交通省が整備を所掌する災害応急対策活動に必要な主な官庁施設等のうち、官庁施設の耐震性 

の基準を満足する施設の割合（面積率）である。令和２年度の実績値は９５％となり、目標を達成しているため A

と評価した。 

第５次社会資本整備重点計画（令和 3年 5月 28 日閣議決定）において、官庁施設の耐震基準を満足する割合を、

令和７年度末までに 100％とすることを目標に設定した。本業績指標についても同計画を踏まえ、今後見直しを検

討する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：官庁営繕部計画課（課長 佐藤 由美） 

 

 



 

業績指標１４３ 

 保全状態の良好な官庁施設の割合等（①保全状態の良好な官庁施設の割合*、②官庁営繕関係基準類等の策定事項

数*） 

 

 

（指標の定義） 

① 国土交通省では、「官公庁施設の建設等に関する法律（以下「官公法」という。）」に基づき、毎年度、官庁施設の

保全状況を調査している。 

この調査は、①保全体制・記録整備、②点検状況（建築・設備機器）、③点検状況（衛生・環境）、④施設状況（建 

築・設備機器）、⑤施設状況（衛生・環境）、⑥エネルギー消費量の６項目からなる。また、調査の結果と保全指

導の効果を図る指標として、それぞれの項目について１００点を満点とする評点を作成している。 

これらの評点の平均が８０点以上の施設を「良好な施設」とし、官庁施設（保全実態調査を実施した施設のうち、

宿舎を除く約６，５００施設）に対するこの保全状態の良好な施設の割合（施設数）を環境等に配慮した便 

利で安全な官庁施設の整備・保全を推進するための指標とする。 

＜分母＞官庁施設（保全実態調査を実施した施設のうち、宿舎を除く約６，５００施設） 

＜分子＞「保全状態の良好な施設」 

②官公法に規定する営繕等を実施する上で、必要となる新たな技術的事項を定めた 

基準、要領、ガイドライン等における策定事項数。 

（目標設定の考え方・根拠） 

①評点の平均点が 80 点以上の施設は、良好に保全されている施設であり、質の高い保全指導が必要とされる。保

全指導の強化と着実な進展を図るため、90％を令和 2 年度の目標値とした。 

②「国家機関の建築物を良質なストックとして整備・活用するための官庁営繕行政のあり方について」（平成 18 年 

7 月 20 日 社会資本整備審議会建築分科会）の建議において当面実施すべき施策とされた項目、社会経済情勢の 

変化等について、基準等の策定や既存基準等の改定に際し事項の追加等を行い、下記の項目についての基準等の 

策定事項数 65 事項を令和 2 年度の目標値とした。 

（外部要因） 

①点検に関わる法令の改正、利用者数の増減、天災 

②社会経済情勢の変化等 

（他の関係主体） 

①各省各庁 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  なし 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

事業指標 過去の実績値 （年度） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

①保全状態の良好な

官庁施設の割合 

７５％ ８７％ ９２％ ９３％ ９６％ 

②官庁営繕関係基準

類等の策定事項数 

５４事項 ５７事項 ６５事項 ６６事項 ７３事項 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

① Ａ 

 

目標値：９０％（令和２年度） 

実績値：９６％（令和２年度） 

初期値：８７％（平成２９年度） 

 

②Ａ 

 

目標値：６５事項（令和２年度） 

実績値：７３事項（令和２年度） 

初期値：５４事項（平成２８年度） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な事務事業等の概要 

① 全国各地で国家機関の建築物の施設管理者を対象とした、官庁施設保全連絡会議や「地球温暖化対策政府実行計

画」に関する取り組むべき事項及び技術的援助・支援等の説明会を開催したほか、保全状況の悪い施設に対して保

全状況の改善に向けた保全の実地指導を行っている。 

②官庁営繕関係基準類等の策定 

官公法に規定する営繕等を実施する上で、必要となる新たな技術的事項を定めた基準、要領、ガイドライン等の

策定を推進する。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

① 令和２年度の実績値は９６％となっており、目標を達成した。 

② 令和２年度の実績値は７３事項となっており、目標を達成した。 

（事務事業等の実施状況） 

① 令和２年度に開催した官庁施設保全連絡会議は、全国で４８を数え、延べ１，６００を超える機関から参加 

を得た。 

② 令和２年度においては、新営予算単価等を制定した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

①業務指標は、「保全状態の良好な施設の割合」であり、保全状態は改善傾向にあるところ、実績値が９６％であ

り、前年度より３ポイント上昇し、令和２年度の目標値を達成したことから、Ａと評価した。 

② 業績指標は、官公法に規定する営繕等を実施する上で、必要となる新たな技術的事項を定めた基準、要領、ガ

イドライン等における策定事項数であり、令和２年度における実績値が７３事項となり、令和２年度の目標を達

成したことから、Ａと評価した。 

今後も引き続き、官庁施設の保全状況の改善及び官庁営繕関係基準類等の策定に取り組むこととする。以上を

踏まえ、本業績指標については見直しを検討する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：官庁営繕部計画課（課長 佐藤 由美） 

関係課：官庁営繕部計画課保全指導室（室長 小野寺 幸治）  

 

 


